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「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について 

 

 

 病院、診療所等の業務委託については、「病院、診療所等の業務委託について」（平

成５年２月 15 日付け指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知。以下「通知」という。）

において業務委託に当たっての留意事項等をお示ししているところです。 

本年 12 月１日より医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関

係省令の整備に関する省令（平成 30 年厚生労働省令第 93 号）が施行されることに伴

い、通知の一部を別添のとおり改正し、同日より適用することとしておりますので、

適正な運用に努めていただきますようお願いします。 

  


